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「非課税口座約款」新旧対照表 

（網掛部分変更） 

新 旧 

１．（略） 

２．非課税口座開設届出書等の提出等 

(1) 申込者が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受ける

ためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当

金庫が別途定める日（当金庫の営業所等に掲示）までに、当

金庫に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第５項第１号、第

10 項および第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」（既

に当金庫以外の証券会社または他の金融機関において非課

税口座を開設しており、新たに当金庫に非課税口座を開設し

ようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「勘

定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」または勘定廃止

通知書記載事項もしくは非課税口座廃止通知書記載事項の

記載がある書類で「勘定廃止通知書」および「非課税口座廃

止通知書」に該当しないもの（以下「廃止通知書等記載事項

にかかる届出書」といいます。）、既に当金庫に非課税口座

を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しよう

とする場合には、「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通

知書」または「廃止通知書等記載事項にかかる届出書」）を

ご提出いただくとともに、租税特別措置法施行規則第 18 条

の 15 の３第 20 項において準用する租税特別措置法施行規則

第 18 条の 12 第３項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応

じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所

および個人番号（申込者が租税特別措置法施行令第 25 条の

13 第 33 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日およ

び住所）を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本

人確認を受ける必要があります。 

（略） 

(2)～(7)（略）） 

(8) （削除）当金庫が申込者から「非課税口座開設届出書」に

加えて「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」また

は「廃止通知書等記載事項にかかる届出書」の提出を受けた

場合、当金庫は、当該通知書または届出書の提出を受けた日

に特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を非課税口

座に設定いたしますが、当金庫においては、所轄税務署長か

ら当金庫に申込者の特定累積投資勘定基準額および特定非

課税管理勘定基準額の提供があった日まで、申込者からの

投資信託の募集または買付の申込み等を受け付けないこと

といたします。 

 

１．（同左） 

２．非課税口座開設届出書等の提出等 

(1) 申込者が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受ける

ためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当

金庫が別途定める日（当金庫の営業所等に掲示）までに、当

金庫に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第５項第１号、第

10 項および第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」（既

に当金庫以外の証券会社または他の金融機関において非課

税口座を開設しており、新たに当金庫に非課税口座を開設し

ようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「勘

定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」または勘定廃止

通知書記載事項もしくは非課税口座廃止通知書記載事項の

記載がある書類で「勘定廃止通知書」および「非課税口座廃

止通知書」に該当しないもの（以下「廃止通知書等記載事項

にかかる届出書」といいます。）、既に当金庫に非課税口座

を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しよう

とする場合には、「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通

知書」または「廃止通知書等記載事項にかかる届出書」（追

加）をご提出いただくとともに、租税特別措置法施行規則第

18 条の 15 の３第 20 項において準用する租税特別措置法施

行規則第 18条の 12 第３項に基づき同項各号に掲げる者の区

分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、

住所および個人番号（申込者が租税特別措置法施行令第25条

の 13 第 33 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日お

よび住所）を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める

本人確認を受ける必要があります。 

（同左） 

(2)～(7)（同左） 

(8) 2028 年 10 月１日以後、当金庫が申込者から「非課税口座

開設届出書」に加えて「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止

通知書」または「廃止通知書等記載事項にかかる届出書」の提

出を受けた場合、当金庫は、所轄税務署長から当金庫に申込者

の非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定

の設定ができる旨等の提供を受けた日に特定累積投資勘定お

よび特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、

当金庫においては、所轄税務署長から当金庫に申込者の特定

累積投資勘定基準額および特定非課税管理勘定基準額の提供

があった日まで、申込者からの投資信託の募集または買付の

申込み等を受け付けないことといたします。 
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新 旧 

３．～３の２．（略） 

３の３．特定累積投資勘定の設定 

(1)（略） 

(2) 上記(1)の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各

年の１月１日（「非課税口座開設届出書」が年の中途におい

て提出された場合における当該提出された日の属する年に

あっては、その提出の日）において設けられ、「勘定廃止通

知書」、「非課税口座廃止通知書」または「廃止通知書等記

載事項にかかる届出書」が提出された場合は、当該通知書ま

たは届出書の提出があった日（特定累積投資勘定を設定しよ

うとする年の１月１日前に当該通知書または届出書の提出

があった場合には、同日）において設けられます。 

 

３の４．～１６．（略） 

以 上 

（２０２６年１月改訂） 

３．～３の２．（同左） 

３の３．特定累積投資勘定の設定 

(1)（同左） 

(2) 上記(1)の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各

年の１月１日（「非課税口座開設届出書」が年の中途におい

て提出された場合における当該提出された日の属する年に

あっては、その提出の日）において設けられ、「勘定廃止通

知書」、「非課税口座廃止通知書」または「廃止通知書等記

載事項にかかる届出書」が提出された場合は、所轄税務署長

から当金庫に申込者の非課税口座の開設または非課税口座

への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった

日（特定累積投資勘定を設定しようとする年の１月１日前に

提供があった場合には、同日）において設けられます。 

３の４．～１６．（同左） 

以 上 

（２０２５年 ４月改訂） 

 


